






要約:昨年度の本研究班において,千葉県でのクレチン症マススクリーニングの成績より精

密検査(精検)初診時の治療開始基準案の作成をおこなった.今回は平成 7 年度のクレチン

症マススクリーニング追跡調査票より全国成績を集計し,これをもとに昨年度の治療開始

基準案が全国的にも妥当なものかを検討した.その結果,今回の検討では精検初診時に甲状

腺機能低下を疑わせる所見は少ないが,検査の結果甲状腺機能が低下している症例が多く,

昨年度の成績を変更する必要があった.全国調査より作成した精検初診時における治療開

始基準案は,即精検例では,1)濾紙血 TSH (μU/ml 全血)が 30 以上の症例.2)濾紙血 TSH が

30 未満の症例では,チェックリストスコア(CLS) 1 点以上または X 線撮影上大腿骨遠位端

骨核(DFC)未出現の症例.再採血例では,1)再採血TSHが20以上.再採血TSHが15以上20 未

満の症例では初回に比べ再採血の TSHが上昇してきてい)る症例.以上の症例は甲状腺機能

が低下している可能性が高く,精検初診時に直ちに治療を開始すべきと考えられた.�


